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「世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託」に係るプロポーザル 

実施要領 

 

１ 目 的 

 本要領は、世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託の実施に関し、プロポーザル方式により受託候補者を

選定する手続きについて、必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

  ・委託業務名  世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託 

  ・履行場所  世界遺産京都市元離宮二条城 

          京都市中京区二条通堀川西入二条城町５４１番地地内 

  ・対象範囲  二条城城内及び周辺 約２０ha（範囲は別添「仕様書」参照） 

  ・履行期間  契約日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務内容（業務内容の詳細は別添「仕様書」参照） 

（※仕様書は受託候補者選定後、提案内容を反映する形で変更することがあります） 

（１）松樹芽摘み 

（２）松樹葉むしり 

（３）松樹鋏透かし 

（４）常緑樹、落葉樹の剪定 

（５）低木寄植、低木生垣刈込み 

（６）カシ他生垣等刈込み 

（７）土手草刈り及び石垣除草 

（８）庭園等除草及び清掃 

（９）二の丸庭園池清掃及び内堀清掃 

（10）二の丸庭園ソテツ管理 

（11）危険木・支障木処理 

（12）イチョウ夏季剪定 

（13）庭園背景樹木等剪定 

（14）城内薬剤散布、害虫防除薬剤散布 

（15）芝生育成管理 

（16）西南隅櫓通路周辺維持管理 

（17）樹木補植 

（18）砂利敷通路整備 

（19）ボランティア対応 

（20）外堀藻上げ処理及び浮草処理 

 

４ 委託限度額 

  金１１９，２９７，２００円（税込） 
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５ 参加資格 

  本公募の参加にあっては、応募時に、以下の要件を全て満たしていること。 

（１）京都市契約事務規則第４条第１項に規定する一般競争入札有資格者名簿又は同規則第２２条第１項に規

定する指名競争入札有資格者名簿（登録種目：造園）に登録されており、参加招請書類の発送の日から契

約締結の日までにおいて、京都市競争入札等取扱要綱第２９条の第１項の規定に基づく競争入札参加停止

の処分を受けていないこと。 

（２）本社又は事業所が京都市内にあること。 

（３）平成２２年度以降、文化財保護法第１０９条第２項に規定する国指定の特別史跡、特別名勝に指定され

ているいずれかの区域、宮内庁所管の庭園、二条城（外堀沿い植栽帯を含む）において、松樹や常緑樹・

落葉樹の剪定業務を元請として受注し、完了した実績（１件以上）を有すること。 

（４）造園施工管理技士（一級又は二級）又は造園技能士（一級又は二級）の資格を有する技術職員を雇用し

ており、契約期間内に当該職員を技術責任者として従事させることが可能であること。 

 

６ 受託者の選定方式等 

（１）受託者の選定は技術提案等の書類審査及び面接を行い、合計点が６０点以上（１００点満点）の評価を

得た者のなかで最も高い評価を得た者を受託候補者として選定する。 

（２）応募事業者が１事業者のみの場合においても、当該プロポーザルは成立するものとし、提案書を審査の

うえ、妥当であると判断された場合は、受託候補者として選定する。 

（３）選定された受託候補者とは契約交渉を行い、仕様書の内容及び契約価格その他の契約条件について合意

に達した後に契約を締結する。 

   ただし、受託候補者と契約条件について合意に達しなかったときは、次点の者を受託候補者として契約

交渉を行う。 

（４）参加した事業者には選定結果を通知するとともに、選定結果、参加事業者及び評価点、選定理由を京都

市情報館、京都市入札情報館、二条城ホームページに公表する。 

（５）審査は、以下の委員が行う。ただし、審査当日、やむを得ない理由で委員が欠席となった場合は、他の

者（元離宮二条城事務所が指名した本市職員）が審査を行う。 

   【審査委員】（３名） 

     京都市文化市民局 元離宮二条城事務所長 

     京都市文化市民局 文化芸術都市推進室文化財担当部長 

     京都市文化市民局 元離宮二条城事務所事業担当課長 

 

７ スケジュール 

令和８年１月２１日（水） 質問書締切り 

    １月３０日（金） 参加意向確認書 提出締切り 

    ２月２４日（火） 技術提案書、見積書 提出締切り 

    ３月上旬頃    提案評価、面接実施 → 受託候補者決定 

    

８ プロポーザルの参加に関する留意事項 

  二条城の樹木等の維持管理は、「世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託（本業務）」と「二条城外堀周

辺樹木等維持管理業務委託」の２つのプロポーザルを実施し、それぞれ受託候補者を選定する。同一の者が

これら２つのプロポーザルに参加することは可とする。ただし、１つのプロポーザルに応募できる件数は、
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１応募事業者につき１件に限る。 

 

９ 応募方法等 

（１）質問等 

・ 提出書類：質問書（様式２） 

・ 質問期限：令和８年１月２１日（水）午後５時必着 

・ 質問方法：持参、郵送、ＦＡＸ いずれも可（※電話及び口頭による質問は不可） 

・ 提 出 先：「１２ 書類提出先、連絡先」参照 

・ 回答方法：質問の回答は、令和８年１月２６日（月）午後５時までに二条城ホームページに質問及び

回答を掲載 

 

（２）参加意向確認書の受付 

・ 提出書類：参加意向確認書（様式１） 

・ 提出期限：令和８年１月３０日（金）午後５時必着 

       （※参加意向確認書が未提出の場合、技術提案書等の提出は受け付けない） 

・ 提出部数：１部 

・ 提出方法：持参、郵送、ＦＡＸ いずれも可（※持参の場合、事前に担当まで連絡すること） 

・ 提 出 先：「１２ 書類提出先、連絡先」参照 

 

（３）技術提案書等の提出 

・ 提出書類：① 同種業務の履行実績（※参加資格（「５ 参加資格（３）」参照）を満たしているこ

とを確認できる過去の業務実績に係る書類の写し（契約書、特記仕様書、位置図、委託

範囲など）） 

       ② 経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書の写し（直近のもの） 

       ③ 技術提案書（様式３－１～様式３－７） 

       ④ 業務受託見積金額（様式４） 

・ 提出期限：令和８年２月２４日（火）午後５時必着 

・ 提出部数：正本１部、副本３部（計４部） 

      （正本の構成）・ 同種業務の履行実績（※上記①） 

・ 経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書の写し（※上記②） 

             ・ 技術提案書（様式３－１～様式３－７）（※様式３－２、様式３－３、

様式３－４は実績等を確認するための資料(各様式参照)を添付すること） 

             ・ 業務受託見積金額（様式４）（※積算内訳を添付すること） 

※ 正本は、ファイル綴じとする。なお、ファイルの仕様は問わない。 

      （副本の構成）・ 技術提案書（様式３－１～様式３－７）（※実績等確認資料不要） 

             ・ 業務受託見積金額（様式４）（※積算内訳不要） 

※ 副本は、ダブルクリップ、ホッチキス等で綴じたものでも可とする。 

・ 提出方法：持参又は郵送（※持参の場合、事前に担当まで連絡すること） 

・ 提 出 先：「１２ 書類提出先、連絡先」参照 
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（４）面接審査 

・ 日 時：令和８年３月上旬頃（※日時は別途案内します） 

      （１事業者当たり20分～30分程度（プレゼンテーション15分以内＋質疑応答）） 

・ 場 所：元離宮二条城事務所 

・ 出席者：１事業者当たり２名まで  

         なお、面接に当たっては技術責任者若しくは現場責任者の配置予定者のどちらかを必ず出

席させること 

 

（５）留意事項等 

・ 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は、明らかな誤字脱字等がある時で、本市の承諾

を得た場合のほか認めない。また、提出書類は、返却しない。 

・ 参加意向確認書（様式１）を提出した後、本プロポーザルの参加を辞退する場合は、速やかに本件担

当者に連絡（電話）を入れるとともに（「１２ 書類提出先、連絡先」参照）、辞退する旨を記した書

面（様式不問）を提出すること（※提出方法は、持参、郵送、ＦＡＸいずれも可）。 

・ 京都市情報公開条例及び京都市個人情報保護条例の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き、公開す

ることがある。 

・ 応募に関して必要となる費用は、応募事業者の負担とする。 

 

１０ 選定の審査基準等（別紙参照） 

 以下について審査を行う（１００点満点） 

（１）企業の状況（配点１０点） 

・ 環境マネジメントシステム認証状況を評価 

・ 経営規模等評価結果の評定値等を評価 

（２）配置技術者の経験年数、業務実績等（配点２０点） 

・ 配置技術者（技術責任者、現場責任者）の資格、業務実績を評価 

（３）提案事項等（配点３０点） 

・ 以下に関する提案内容等を評価 

  ① 取組方針（管理方針）について 

  ② 工程について 

  ③ 庭園等管理の継承および活用について 

（４）業務受託見積金額（配点１０点） 

  ・ 業務受託見積金額を評価 

（５）面接審査（配点３０点） 

・ 面接において、以下に関する説明内容、質疑応答の回答等を評価。 

  ① 本業務の取組方針、提案等の総括と特に重視している事項など 

  ② 二条城にとって有効な取組の提案など 

  ③ 本業務に対する取組意欲、姿勢 

 

１１ その他留意事項 

（１）本件に係る予算が成立しないときは、選定は無効とする。この場合において、本件のために行った準備

行為等に係る費用が既に発生していても、その費用を京都市に請求することはできない。 



5 

（２）提出書類に虚偽の内容が発覚する、又は、受託候補者として選定された後に企画内容に重大な変更が発

生するなど、受託する者として不適当と本市が判断した場合は、契約以前にあっては失格、契約締結後に

あっては契約を解除することがある。 

（３）契約締結後に契約を解除した場合は、本市より違約金の支払を求めることがある。 

（４）失格又は受託者の瑕疵により契約を解除した場合は、本市は、それらによって生じた一切の損害を保証

しない。 

（５）応募内容や審査に関する問合せには一切応じない。 

（６）委託料は、契約金額（税抜き）を四等分し、消費税及び地方消費税を加えた金額を、四半期ごとに支払

う。 

ただし、契約金額が、四等分するのが困難な金額となっている場合は、第４四半期に支払う金額を調整

する。 

（７）本件の受託者となった場合、契約締結後、京都市公契約基本条例第１２条の労働関係法令遵守報告書を

提出する必要があるので注意すること（仕様書「第４節 提出書類等」参照）。 

 

１２ 書類提出先、連絡先 

  京都市文化市民局元離宮二条城事務所（担当：高堂、近藤） 

  〒604-8301 京都市中京区二条通堀川西入二条城町５４１番地 

  ＴＥＬ：０７５－８４１－００９６ 

  ＦＡＸ：０７５－８０２－６１８１ 
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「世界遺産二条城庭園他維持管理業務委託」受託候補者選定基準（１００点満点） 

 

 

（１）企業の状況 配点１０点 

評価項目 評価事項 評価、配点 備考 

社会的課題解決に係

る取組を推進してい

るか 

環境マネジメント

システム認証状況

(※1) 

Ａ（５点） ：環境マネジメントシステムに関する規

格のうち国際規格又は国が定めた国

内規格の認証を受けている(※2) 

Ｂ（2.5点）：上記以外の環境マネジメントシステム

の認証を受けている(※3) 

Ｃ（０点） ：認証を受けていない 

様式 

3-2 

経営規模等評価結果

について 

総合評定値(Ｐ点) 

（造園のみ評価） 

Ａ（2.5点）：総合評定値が1000点以上 

Ｂ（２点） ：総合評定値が800点以上 

Ｃ（1.5点）：総合評定値が700点以上 

Ｄ（１点） ：総合評定値が600点以上 

Ｅ（０点） ：総合評定値が600点未満 

 

 

－ 

経営状況分析の 

評点(Ｙ点) 

Ａ（2.5点）：総合評定値が1000点以上 

Ｂ（２点） ：総合評定値が800点以上 

Ｃ（1.5点）：総合評定値が700点以上 

Ｄ（１点） ：総合評定値が600点以上 

Ｅ（０点） ：総合評定値が600点未満 

 

 

－ 

※1：有効期限が令和9年3月31日以降まで設定されているもの（詳細は応募資料「様式3-2」参照） 

※2：ISO14001、エコアクション21 など（※ISO9001は対象外） 

※3：KES（Kyoto Environmental Management System Standard）など（ただし、KESはステップ２以上の認証

を対象とする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 
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（２）配置技術者の経験年数、業務実績等 配点２０点（※4） 

評価項目 評価事項 評価、配点 備考 

（①技術責任者） 

資格取得後の経験年

数 

経験年数 Ａ（５点）：経験年数が１０年以上 

Ｂ（４点）：経験年数が８年～１０年未満 

Ｃ（３点）：経験年数が６年～８年未満 

Ｄ（２点）：経験年数が４年～６年未満 

Ｅ（１点）：経験年数が４年未満 

様式 

3-3 

（①技術責任者） 

資格取得後の業務実

績 

史跡、名勝等に指

定されている区域

等における業務実

績の件数等(※5) 

Ａ（５点）：４件以上かつ技術責任者同様の役割に

従事した件数が３件以上 

Ｂ（４点）：４件以上かつ技術責任者同様の役割に

従事した件数が２件以下 

Ｃ（３点）：４件以上 

Ｄ（２点）：２～３件 

Ｅ（１点）：１件以下 

様式 

3-3 

（②現場責任者） 

経験年数 

経験年数 Ａ（５点）：経験年数が１０年以上 

Ｂ（４点）：経験年数が８年～１０年未満 

Ｃ（３点）：経験年数が６年～８年未満 

Ｄ（２点）：経験年数が４年～６年未満 

Ｅ（１点）：経験年数が４年未満 

様式 

3-4 

（②現場責任者） 

業務実績 

史跡、名勝等に指

定されている区域

等における業務実

績の件数等(※5) 

Ａ（５点）：４件以上かつ現場責任者同様の役割に

従事した件数が３件以上 

Ｂ（４点）：４件以上かつ現場責任者同様の役割に

従事した件数が２件以下 

Ｃ（３点）：４件以上 

Ｄ（２点）：２～３件 

Ｅ（１点）：１件以下 

様式 

3-4 

※4：技術責任者と現場責任者が同一の場合、それぞれの項目を評価していく 

  （「技術責任者と現場責任者が同一の場合の評価」＝「技術責任者の評価」＋「現場責任者の評価」） 

※5：国指定の史跡、名勝（特別史跡、特別名勝含む）、宮内庁所管の庭園、二条城（外堀沿いの植栽帯を含

む）において実施した松樹や常緑樹・落葉樹の剪定業務に関する実績（ただし、平成22年度以降に受注

し、完了したものに限る） 
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（３）提案事項等 配点３０点 

評価項目 評価事項 評価、配点 備考 

①取組方針（管理方
針）について 

二条城の現況や特
徴を踏まえた適切
な方針となってい
るか 

Ａ（10点）：現況や特徴を的確にとらえ、城内全域
の方針、場所ごとの方針など、丁寧か
つ適切に方針が設定されている 

Ｂ（８点）：現況や特徴の捉え方が弱いが、丁寧か
つ適切な方針が設定されている 

Ｃ（５点）：適切な方針が設定されている 
Ｄ（２点）：適切とは言い難い 
Ｅ（０点）：不適切である(※6) 

様式 
3-5① 
3-5② 

②工程について 樹木の生育状況や
催事等を配慮した
工程となっている
か 

Ａ（10点）：適切な工程かつ有効的な配慮、工夫が
３件以上提案されている 

Ｂ（８点）：適切な工程かつ有効的な配慮、工夫が
２件提案されている 

Ｃ（５点）：適切な工程が提案されている 
Ｄ（２点）：適切とは言い難い 
Ｅ（０点）：不適切である(※6) 

様式 
3-6① 
3-6② 

③庭園等管理の継承
および活用について 

適切で効果的な取
組等が提案されて
いるか 

Ａ（10点）：適切で具体的かつ非常に効果が高い 
Ｂ（８点）：適切で具体的かつ効果的である 
Ｃ（５点）：適切な取組等が提案されている 
Ｄ（２点）：適切とは言い難い 
Ｅ（０点） ：不適切である(※6) 

様式 
3-7 

※6：“不適切である”とは、提案事項の設問（提出資料「様式3-5～3-7」）で記述が要求されている事項が

全く記述されていない場合や、記述内容が設問と全く異なる場合（設問の回答になっていない場合など）

等を指す 

 

（４）業務受託見積金額 配点１０点 

評価項目 評価事項 評価、配点 備考 

見積価格 
（税込み額） 

金額に応じ配点を
行う 

Ａ（10点）：101,402,620円未満 
Ｂ（８点）：101,402,620円～105,876,265円未満 
Ｃ（６点）：105,876,265円～110,349,910円未満 
Ｄ（４点）：110,349,910円～114,823,555円未満 
Ｅ（２点）：114,823,555円～119,297,200円 

様式4 

 

（５）面接審査 配点３０点 

評価項目 評価事項 評価、配点 備考 

①本業務の取組方
針、提案等の総括と
特に重視している事
項など 

説明及び回答が的
確かつ具体的か 

Ａ（10点）：的確、具体的、明解で特に優れている 
Ｂ（7.5点）：的確、具体的、明解である 
Ｃ（５点）：的確、具体的である 
Ｄ（2.5点）：やや不十分である 
Ｅ（０点）：不十分である 

 

②二条城にとって有
効な取組の提案など 

二条城にとって有
効な取組の提案内
容（様式3-5～3-7
に記したこと以外
の内容）(※7) 

Ａ（10点）：非常に有効的かつ優れた提案である 
Ｂ（7.5点）：有効的かつ優れた提案である 
Ｃ（５点）：有効的である 
Ｄ（2.5点）：有効的か否かわかりにくい 
Ｅ（０点）：有効とは言い難い 

 

③本業務に対する取
組意欲、姿勢 

面接時の状況や回
答に基づき判断 

Ａ（10点）：大変強い意欲、姿勢を感じる 
Ｂ（7.5点）：強い意欲、姿勢を感じる 
Ｃ（５点）：意欲、姿勢を感じる 
Ｄ（2.5点）：意欲、姿勢が若干不足している 
Ｅ（０点）：意欲、姿勢が不十分である 

 

※7：本プロポーザルの提案事項等①～③（様式3-5～3-7）の中で記述が求められていない事項に限る（例え

ば、二条城が実施する調査、普及啓発活動、行催事の実施に関する協力や、他の業務で実施した工夫等の

中から本業務に応用可能な事に関する提案など） 


